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 日本共産党の山本伸裕です。議案 32 号、熊本県育英資金貸付金の支払い請求についての訴えの提

起に関し討論を行ないます。 

 本件被告とされている方々についてはいずれも熊本地震発災以前から滞納が発生しており、訴訟

を起こすことについては熊本地震による影響を考慮し、約一年間の猶予期間を設け、しかしなお延

滞の改善が見られないということで提訴にいたっている点や、あるいは提訴後も被告らとよく実情

を聞きながら返済計画について話し合うという姿勢を県としては堅持しておられることは理解して

おります。担当課のご労苦も多かろうとお察しするものであります。しかし育英資金の返還を延滞

している当事者４名の方の実名を挙げたうえで、請求においては延滞返還金及び延滞利息の金員を

一括して支払うこと、訴訟費用は被告らの負担とすること、との、判決及び仮執行の宣言を求めて

いる本議案には違和感を感じざるを得ません。 

 奨学金の滞納者がいま全国で３０万人を超えるなど、格差と貧困が拡大する社会情勢の元で、奨

学金滞納がいま深刻な社会問題となっております。県育英資金制度としても共通する問題でありま

す。滞納が発生する大きな要因として、返済する総額が高額で返済期間が長期にわたらざるを得な

いこと、今日非正規雇用の激増など若者の雇用が不安定化し、経済的困窮が広がっていることに目

を向けなければなりません。独立行政法人日本学生支援機構の調査によると、奨学金の延滞がなぜ

始まったのかという理由について、忙しくて金融機関に行けなかったというものが８．２％、返還

を忘れていた、残高を間違えていたなどのうっかりミスが７．３％であるのに対し、家計の収入が

減ったからという理由が７２．９％と圧倒的であります。ついで多かったのは何らかの事情により

家計の支出が増えたという理由、さらに入院、事故、災害にあったためという理由が続きます。次

に、延滞がなぜ続いたのかという理由については本人の低所得という理由が断トツの５１．１％、

ついで奨学金の延滞額の増加となっています。まじめに働いても収入が少ない。しかも不安定雇用

の下でいつ収入が激減するか分からない、病気や事故にあえばたちまち生活困窮状態に陥ってしま

う、こんな今日の若者の深刻な状況が見て取れるわけであります。つまり払いたくても払えないと

いう状況が、圧倒的な滞納の理由となっているわけであります。 

 県育英資金創設の主旨は、経済的理由により就学が困難な方が就学の道が開けるよう支援するも

のであります。もちろん、資金回収が滞ってそれが要因となって育英資金制度の運用そのものに支

障をきたしてしまうような事態が生じてはならないという事情は理解できます。 

けれども、何らかの事情によりいったん返済が滞ってしまうと滞納金が発生します。滞納が続く



と連帯保証人への請求が行なわれる、個人信用情報機関、いわゆるブラックリストに登録される、

さらに訴訟では返還期日が来ていない分や延滞金を含めてすべてを一括で返済するように求められ、

給料や財産の差し押さえといった措置をとることも可能となるわけであります。もしそうなってし

まうと、ますます彼らの生活苦に悪循環の拍車がかかることになるでありましょう。滞納を取り立

てるための法的手段はあっても、払いたくても払えないという事情を改善させるための支援策が強

化されないならば、資金回収のために益々強硬な手段をとる、という方向に向かわざるを得なくな

るのではないでしょうか。 

子どもの貧困、若者の貧困が深刻な社会問題となっている今、育英資金制度についても位置づけ

を重視し、予算措置もとって拡充させることが必要ではないでしょうか。具体的な対策として、返

済者が生活が困窮した際の救済措置を講じることを求めます。返済に困難が生じた場合に、精神的

苦痛とならぬよう早めに相談できる相談窓口を充実させることや、返済猶予というやり方も含め、

所得に応じた返済制度にすること、国に対し、給付制を基本とした奨学金制度の抜本的な拡充を求

めることなどを提案いたします。 

教育の機会均等を保障するためにも、そもそも学費の低減化、無償化、さらに若者の雇用支援、

生活支援にいっそう力を入れていただくよう求めるものであります。以上で討論を終わります。 


